
国
立
大
学
法
人
京
都
大
学
教
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

国
立
大
学
法
人
京
都
大
学
教
職
員
給
与
規
程
（
平
成
十
六
年
達
示
第
八
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
二
条

俸
給
の
特
別
調
整
額
は
、
管
理
又
は
監
督
そ
の
他
の
地
位
に
あ
る
別
表
第
九
の
職
名
欄
に
掲
げ
る
職
に
あ
る
者
（
指
定
職
俸
給
表
適
用
者
を
除
く

）
に
対
し
、
同
表
に
定

。

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
俸
給
の
支
給
に
準
じ
て
支
給
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
一
の
者
が
同
表
の
職
名
欄
に
掲
げ
る
職
を
複
数
占
め
る
と
き
は
、
い
ず
れ
か
高
い
方
の
額
を
支
給

す
る
。

第
十
六
条
第
三
項
中
「
地
方
公
務
員
」
を
「
地
方
公
務
員
、
地
方
独
立
行
政
法
人
の
職
員
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
中
「
及
び
年
末
年
始
の
休
日
等
」
を
「
、
年
末
年
始
の
休
日
等
及
び
創
立
記
念
日
」
に
改
め
る
。

「

」

「

」

、

（

）

第
二
十
八
条
第
二
項
中

第
十
二
条
に
定
め
る
区
分
が
第
一
種
及
び
第
二
種

を

総
長
が
指
定
す
る
第
一
種
及
び
第
二
種
の
区
分

に
改
め

同
条
第
四
項

管
理
職
加
算
適
用
表

中
「
俸
給
の
特
別
調
整
額
の
区
分
」
を
「
区
分
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
第
二
号
中
「
第
二
十
四
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
国
立
大
学
法
人
京
都
大
学
教
職
員
就
業
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
達
示
第
三
十
四
号
）
附
則
第

二
項
」
を
加
え
る
。

第
三
十
七
条
中
「
祝
日
法
の
休
日
」
を
「
祝
日
法
に
よ
る
休
日
」
に

「
又
は
同
第
十
三
条
」
を
「
、
勤
務
時
間
等
規
程
第
十
三
条
」
に

「
で
あ
る
場
合
」
を
「
又
は
勤
務
時
間
等
規

、

、

程
第
十
三
条
に
規
定
す
る
創
立
記
念
日
（
勤
務
時
間
等
規
程
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
代
休
日
を
指
定
さ
れ
て
、
当
該
休
日
に
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
の
全
部
を
勤
務
し
た
教

職
員
に
あ
っ
て
は
、
当
該
休
日
に
代
わ
る
代
休
日

）
で
あ
る
場
合
」
に

「
、
同
第
四
十
三
条
」
を
「

同
条
第
四
号
を
除
く

、
就
業
規
則
第
四
十
三
条
」
に

「
同
第
四
十
四
条
」
を

。

、

（

。
）

、

「
就
業
規
則
第
四
十
四
条
」
に

「
同
第
五
十
八
条
」
を
「
就
業
規
則
第
五
十
八
条
」
に
改
め
る
。

、

別
表
第
九
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。（

）

別
表
第
９

俸
給
の
特
別
調
整
額
表
第
１
２
条
関
係

職
名

支
給

額
備

考

副
学
長

２
０
０
０
０
０
円

,

研
究
科
及
び
地
球
環
境
学
堂

研
究
科
長
及
び
学
堂
長

３
０
０
０
０
０
円

,

（

）

附
属
の
教
育
研
究
施
設
の
長

６
０
０
０
０
円

総
長
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る

,

。

附
置
研
究
所

研
究
所
長

３
０
０
０
０
０
円

,

（

）

附
属
の
研
究
施
設
の
長

６
０
０
０
０
円

総
長
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る

,

。

附
属
図
書
館
長

３
０
０
０
０
０
円

,

医
学
部
附
属
病
院

病
院
長

３
０
０
０
０
０
円

,
看
護
部
長

１
０
０
０
０
０
円

,

（

）
副
看
護
部
長

６
０
０
０
０
円

総
長
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る

,

。

薬
剤
部
長

６
０
０
０
０
円

,

全
国
共
同
利
用
施
設
の
長

６
０
０
０
０
円

,



（

）

６
０
０
０
０
円

総
長
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る

,

。

学
内
共
同
教
育
研
究
施
設
の
長

３
０
０
０
０
円

,

機
構
長

１
０
０
０
０
０
円

,

保
健
管
理
セ
ン
タ
所
長

６
０
０
０
０
円

ー

,

（

）

そ
の
他
の
学
内
組
織
の
長

３
０
０
０
０
円

総
長
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る

,

。

事
務
本
部
及
び
部
局
事
務
部

部
長
及
び
事
務
部
長

１
０
０
０
０
０
円

,
課
長
及
び
事
務
長

６
５
０
０
０
円

,

（

）

室
長

６
５
０
０
０
円

総
長
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る

,

。

技
術
室
長

６
５
０
０
０
円

,

医
療
技
術
短
期
大
学
部
長

６
０
０
０
０
円

,

。

１
５
０
０
０
０
円
を
加
算
す
る

．研
究
科
長
又
は
学
堂
長
が
学
部
長
を
兼
ね
る
も
の
に
対
し
て
は
支
給
額
に

,

。

２

．そ
の
他
特
に
総
長
が
指
定
す
る
も
の
に
対
し
て
支
給
す
る

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


